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学校評価の目的
学校評価の必要性と目的

○ 学校の裁量が拡大し、自主性・自律性が高まる上で、その教育活動等の成果を検証し、必要な支援
・改善を行うことにより、児童生徒がより良い教育活動等を享受できるよう学校運営の改善と発展を目指
し、教育の水準の向上と保証を図ることが重要である。また、学校運営の質に対する保護者等の関心が
高まる中で、学校が適切に説明責任を果たすとともに、学校の状況に関する共通理解を持つことにより相
互の連携協力の促進が図られることが期待される。

これらのことから、学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学
校及び設置者等が学校運営の改善を図ること、及び、評価結果等を広く保護者等に公表していくことが
求められる。

○ このことから、学校評価は、以下の３つを目的として実施するものであり、これにより児童生徒がより良い
教育活動等を享受できるよう学校運営の改善と発展を目指すための取組と整理する。

① 各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、その達成状況や達
成に向けた取組の適切さ等について評価することにより、学校として組織的・継続的な改善を図ること。

② 各学校が、自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公表・説明により、
適切に説明責任を果たすとともに、保護者、地域住民等から理解と参画を得て、学校・家庭・地域の連
携協力による学校づくりを進めること。

③ 各学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の改善措置を講
じることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図ること。
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学校評価の目的
学校評価に関する規定
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学校評価については、学校教育法に次のように規定されている。
○学校教育法
第42条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状
況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、そ
の教育水準の向上に努めなければならない。

※幼稚園、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用。

○ 「文部科学大臣の定めるところ」の内容については、学校教育法施行規則に次のように規定されている
。

○学校教育法施行規則
第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その
結果を公表するものとする。
２ 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第67条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他
の当該小学校の関係者（当該小学校の職員を除く。）による評価を行い、その結果を公表するよう努め
るものとする。

第68条 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場
合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。

※幼稚園、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用。



学校評価の定義及び留意点
○ 本ガイドラインでは、上記法令の規定を踏まえて、学校評価の実施手法を以下の３つの形態に整
理している。
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（１）各学校の教職員が行う評価【自己評価】
（２）保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が、自己評価の結果について評価するこ
とを基本として行う評価【学校関係者評価】

（３）学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心とした評価者により、自己評価や学校
関係者評価の実施状況も踏まえつつ、教育活動その他の学校運営の状況について専門的視点から行う評価【第三者
評価】

自己評価

第三者評価

学校関係者評価

○ 自己評価は、学校評価の最も基本となるものであり、校長のリーダーシップの下で、当該学校の全教職員が参加し、設
定した目標や具体的計画等に照らして、その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価を行うものである。

○ 学校関係者評価は、保護者、学校評議員、地域住民、青少年健全育成関係団体の関係者、接続する学校（小
学校に接続する中学校など）の教職員その他の学校関係者などにより構成された委員会等が、その学校の教育活動の
観察や意見交換等を通じて、自己評価の結果について評価することを基本として行うものである。

○ 教職員による自己評価と保護者等による学校関係者評価は、学校運営の改善を図る上で不可欠のものとして、有機
的・一体的に位置付けるべきものである。

○ 第三者評価は、学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心とした評価者により、自己
評価や学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ、教育活動その他の学校運営の状況について、専門的視点から評価
を行うものである。

○ 第三者評価は、実施者の責任の下で、第三者評価が必要であると判断した場合に行うものであり、法令上、実施義
務や実施の努力義務を課すものではない。



学校評価により期待される取組と効果
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○ 学校評価の結果を踏まえ、各学校が自らその改善に取り組むとともに、評価の結果を学校の設置者等に
報告することにより課題意識を共有することが重要である。これを踏まえ、設置者等は予算・人事上の措置
や指導主事の派遣を行うなどの適切な支援を行うことが必要である。

○ 学校関係者評価の取組を通じて、教職員や保護者、地域住民等が学校運営について意見交換し、学
校の現状や取組を知り課題意識を共有することにより、相互理解を深めることが重要である。学校評価を学
校・家庭・地域間のコミュニケーション・ツールとして活用することにより、保護者・地域住民の学校運営への参
画を促進し、共通理解に立ち家庭や地域に支えられる開かれた学校づくりを進めていくことが期待される。

さらに、学校評価を軸とした情報の共有と連携協力の促進を通じて、学校・家庭・地域それぞれの教育力
が高められていくことが期待できる。

○ また、第三者評価の取組を通じて、学校が自らの状況を客観的に見ることができるようになるとともに、専
門的な分析や助言によって学校の優れた取組や、学校の課題とこれに対する改善方策が明確となる。さら
に、学校運営が適切になされているかどうかが確認される。これらの結果、学校の活性化や信頼される魅力
ある学校づくりにつながることが期待される。

○ 学校評価は、限られた時間や人員を、必要度・緊急度の高い活動や教育効果の高い活動に集中すると
いった、学校の教育活動の精選・重点化を進める上で重要な役割を果たすものである。学校評価の取組を
通じて、学校として組織的に、今、重点的に取り組むべきことは何かを把握し、その伸長・改善に取り組むよ
うになることが期待される。

○ 学校評価は、あくまでも学校運営の改善による教育水準の向上を図るための手段であり、それ自体が目
的ではない。学校評価の実施そのものが自己目的化してしまわないよう、地域の実情も踏まえた実効性のあ
る学校評価を実施していくことが何よりも重要である。



第三者評価
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○ 第三者評価は、学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心とした評
価者により、自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ、教育活動その他の学校運営の状
況について、専門的視点から評価を行うものと位置付けられる。

○ 第三者評価の主たる目的は、学校運営の改善による教育水準の向上にある。

○ 第三者評価では、各学校の目標の設定・達成に向けた取組状況など学校運営の在り方について、自
己評価や学校関係者評価に加えて、学校評価全体を充実する観点から評価し、その結果を踏まえて、
学校の優れた取組や今後の学校運営の改善につなげるための課題や改善の方向性等を提示することを
基本とすることが適当である。必要に応じて教育に関する諸基準への適合のための取組体制等の評価と
いう監査的要素も盛り込んでいくことが考えられる。



高等学校の特性
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○ 高等学校は、その学校運営の骨格は、義務教育諸学校である小学校及び中学校等と共通する面
が多く、学校評価や情報提供の進め方についてもこれまでの記述が基本的に妥当する。

学校教育法及び学校教育法施行規則においても、特に学校種を区別することなく、学校評価や情
報提供の基本的な進め方について同様に規定しているところである。

○ ただし高等学校は、例えば全日制・定時制・通信制、また普通科・専門学科・総合学科など、様々
な課程や学科等があり、それぞれに特有の学校運営の在り方などの特性が存在する。また、公立の義務
教育諸学校とは異なり、生徒の選択により入学する学校種であるため、生徒の募集・選抜や広報活動
等も重要な事務となっている。

このため、これらに留意した学校評価や情報提供の取組が必要であり、その際、例えば以下のように、
学校評価の進め方や具体的な評価項目・指標等の設定については、その特性にかんがみ、適宜ふさわ
しい在り方を考慮しながら取組を進めることが重要である。

○ 高等学校の定時制・通信制課程については、様々な生徒を対象に多様な履修形態による教育機会
を提供していることなどから、学校評価を行うに際しては、その特性を十分踏まえて実施することが必要で
ある。


